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　高市早苗首相は�日、衆院を解散した。衆院選は�日に公示、２月８日に

投開票のスケジュールで行われる。１月中の解散は平成２年以来、�年ぶり。

選挙の結果、現在の与党が引き続き政権を担うことになっても、その後の審

議日程が窮屈なことから８年度予算と税制改正法の年度内成立は困難との見

方が広がる。衆院解散を前に高市首相は�日、解散の意向を表明する会見を

開き、その中で「８年度予算の成立を可能な限り早く実現したい」としたが、

「それでも暫定予算の編成が必要になるかもしれない」と述べた＝写真。

　

予

算

と

、

歳

入

関

連

法

案

で

あ

る

税

制

改

正

法

は

一

体

の

関

係

に

あ

り

、

例

年

は

年

度

末

の

同

じ

日

に

成

立

し

て

い

る

。

翌

年

度

の

予

算

案

は

例

年

１

月

中

下

旬

に

国

会

に

提

出

さ

れ

、

２

月

中

に

衆

院

通

過

、

３

月

末

に

成

立

と

い

う

流

れ

を

と

る

。

ま

た

、

税

制

改

正

法

案

は

国

税

、

地

方

税

と

も

に

２

月

上

旬

ご

ろ

ま

で

に

国

会

に

提

出

さ

れ

て

い

る

。

　

衆

院

選

が

２

月

８

日

に

実

施

さ

れ

る

こ

と

で

、

選

挙

後

も

現

在

の

与

党

に

よ

る

政

権

が

続

く

こ

と

に

な

っ

て

も

予

算

案

や

税

制

改

正

法

案

の

国

会

提

出

は

例

年

よ

り

も

遅

れ

る

。

こ

れ

に

関

連

し

、

高

市

首

相

は

�

日

の

会

見

で

、

「

高

市

内

閣

と

し

て

４

月

か

ら

の

実

施

を

決

定

し

て

い

る

、

い

わ

ゆ

る

『

高

校

の

無

償

化

』

『

給

食

費

無

償

化

』

の

予

算

に

つ

い

て

は

、

関

連

法

案

の

年

度

内

成

立

や

暫

定

予

算

の

計

上

な

ど

、

あ

ら

ゆ

る

努

力

を

し

て

実

現

し

て

い

く

」

と

し

た

が

、

税

制

改

正

法

へ

の

言

及

は

な

か

っ

た

。

　

他

方

、

高

市

首

相

は

会

見

で

、

消

費

税

に

つ

い

て

触

れ

、

軽

減

税

率

が

適

用

さ

れ

て

い

る

食

料

品

に

つ

い

て

２

年

間

に

限

り

消

費

税

の

対

象

と

し

な

い

こ

と

を

自

民

党

の

選

挙

公

約

に

掲

げ

る

こ

と

に

し

た

と

述

べ

た

。

時

限

的

な

食

料

品

の

消

費

税

率

ゼ

ロ

は

自

民

党

と

日

本

維

新

の

会

の

連

立

政

権

合

意

書

に

書

い

た

政

策

で

あ

る

と

と

も

に

、

「

私

自

身

の

悲

願

」

で

あ

っ

た

と

し

た

。

　

選

挙

後

、

可

能

な

限

り

早

く

立

ち

上

げ

る

社

会

保

障

・

税

一

体

改

革

を

議

論

す

る

国

民

会

議

で

財

源

や

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

の

あ

り

方

な

ど

実

現

に

向

け

た

検

討

を

加

速

さ

せ

る

予

定

。

国

民

会

議

で

は

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

の

制

度

設

計

を

含

め

て

議

論

す

る

。

シ

ス

テ

ム

対

応

な

ど

の

事

業

者

負

担

や

外

食

な

ど

他

の

取

引

へ

の

影

響

、

特

例

公

債

（

赤

字

国

債

）

に

頼

る

こ

と

な

く

財

源

を

ど

の

よ

う

に

確

保

す

る

か

な

ど

の

点

に

つ

い

て

も

国

民

会

議

の

場

を

通

じ

て

相

談

す

る

と

し

た

。

　

な

お

、

選

挙

の

結

果

、

仮

に

与

党

と

野

党

が

変

わ

る

政

権

交

代

と

な

れ

ば

、

昨

年

�

月

に

閣

議

決

定

し

た

予

算

政

府

案

や

政

府

税

制

改

正

大

綱

の

内

容

は

新

た

な

政

権

に

よ

っ

て

見

直

さ

れ

る

こ

と

が

濃

厚

で

、

予

算

案

等

の

国

会

提

出

は

さ

ら

に

遅

く

な

る

見

込

み

だ

。

　

所

有

不

動

産

記

録

証

明

制

度

が

令

和

８

年

２

月

２

日

か

ら

ス

タ

ー

ト

す

る

。

同

制

度

は

、

相

続

人

等

が

法

務

局

に

請

求

す

る

こ

と

で

、

被

相

続

人

等

が

所

有

し

て

い

た

不

動

産

が

一

覧

的

に

リ

ス

ト

化

さ

れ

、

証

明

書

と

し

て

発

行

さ

れ

る

も

の

。

こ

れ

に

よ

り

、

被

相

続

人

が

所

有

し

て

い

た

全

国

の

不

動

産

を

一

括

し

て

把

握

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

。

被

相

続

人

だ

け

で

な

く

、

不

動

産

の

所

有

者

本

人

や

法

人

が

所

有

す

る

不

動

産

も

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

所

有

者

と

し

て

登

記

に

記

録

さ

れ

て

い

な

い

場

合

に

は

、

該

当

す

る

不

動

産

は

な

い

と

い

う

証

明

書

が

発

行

さ

れ

る

。

　

こ

れ

ま

で

登

記

簿

は

、

土

地

や

建

物

ご

と

に

作

成

さ

れ

て

お

り

、

全

国

の

不

動

産

を

網

羅

的

に

把

握

す

る

仕

組

み

は

存

在

し

な

か

っ

た

。

そ

の

結

果

、

所

有

権

の

登

記

名

義

人

が

死

亡

し

た

場

合

、

そ

の

所

有

す

る

不

動

産

と

し

て

ど

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

か

に

つ

い

て

相

続

人

が

把

握

し

き

れ

ず

、

見

逃

さ

れ

た

土

地

に

つ

い

て

相

続

登

記

が

さ

れ

な

い

ま

ま

放

置

さ

れ

る

事

態

が

生

じ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

相

続

人

が

相

続

登

記

の

必

要

な

不

動

産

を

把

握

し

や

す

く

す

る

た

め

、

所

有

不

動

産

記

録

証

明

制

度

が

創

設

さ

れ

た

。

　

同

制

度

の

証

明

書

と

な

る

「

所

有

不

動

産

記

録

証

明

書

」

の

請

求

が

で

き

る

者

は

、

①

所

有

権

の

登

記

名

義

人

と

し

て

記

録

さ

れ

て

い

る

者

（

自

然

人

・

法

人

）

、

②

相

続

人

そ

の

他

の

一

般

承

継

人

（

被

相

続

人

そ

の

他

の

被

承

継

人

に

係

る

本

証

明

書

に

つ

い

て

請

求

可

能

）

。

　

不

動

産

を

一

覧

的

に

把

握

し

た

い

と

い

う

ニ

ー

ズ

は

、

相

続

人

だ

け

で

な

く

、

生

存

し

て

い

る

所

有

者

本

人

や

法

人

に

も

あ

る

と

し

て

、

同

制

度

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

代

理

人

に

よ

る

請

求

も

可

能

。

政

府

広

報

オ

ン

ラ

イ

ン

の

サ

イ

ト

で

所

有

不

動

産

記

録

証

明

書

交

付

請

求

書

の

様

式

案

が

掲

載

さ

れ

て

お

り

、

代

理

人

の

記

載

欄

が

設

け

ら

れ

て

い

る

。

　

請

求

は

、

近

く

の

法

務

局

の

ほ

か

、

オ

ン

ラ

イ

ン

で

行

う

こ

と

も

で

き

る

。

手

数

料

は

１

通

あ

た

り

１

６

０

０

円

（

窓

口

請

求

の

場

合

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

注

意

点

と

し

て

、

所

有

不

動

産

記

録

証

明

書

は

、

請

求

書

に

記

載

さ

れ

た

検

索

条

件

の

氏

名

・

住

所

ご

と

に

作

成

さ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

検

索

条

件

の

氏

名

・

住

所

と

不

動

産

の

登

記

簿

上

の

氏

名

・

住

所

が

一

致

し

て

い

な

い

不

動

産

に

つ

い

て

は

抽

出

さ

れ

な

い

こ

と

と

な

る

。

　

こ

の

点

、

８

年

４

月

１

日

か

ら

、

不

動

産

の

所

有

者

は

、

住

所

や

氏

名

等

を

変

更

し

た

場

合

、

そ

の

登

記

を

す

る

こ

と

が

義

務

化

さ

れ

る

。

所

有

者

は

、

住

所

や

氏

名

等

の

変

更

が

あ

っ

た

日

か

ら

２

年

以

内

に

そ

の

登

記

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

正

当

な

理

由

な

く

変

更

登

記

を

行

わ

な

い

場

合

は

、

５

万

円

以

下

の

過

料

の

適

用

対

象

と

な

る

。

８

年

４

月

１

日

よ

り

前

に

住

所

等

を

変

更

し

た

場

合

も

、

�

年

３

月

�

日

ま

で

に

変

更

登

記

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

注

意

し

た

い

。

　

相

続

登

記

の

申

請

義

務

化

に

つ

い

て

は

、

６

年

４

月

１

日

か

ら

始

ま

っ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ １ �
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ス

ー

パ

ー

な

ど

の

買

物

で

物

価

高

を

感

じ

る

こ

と

が

多

く

な

っ

て

い

る

が

、

今

年

も

飲

食

料

品

の

値

上

げ

に

悩

ま

さ

れ

そ

う

だ

。

帝

国

デ

ー

タ

バ

ン

ク

の

調

査

に

よ

る

と

、

今

年

１

月

か

ら

４

月

ま

で

に

値

上

げ

が

決

定

し

て

い

る

飲

食

料

品

は

、

調

味

料

を

筆

頭

に

、

酒

類

・

飲

料

、

加

工

食

品

な

ど

３

５

９

３

品

目

に

達

す

る

★

イ

ン

フ

レ

は

子

ど

も

た

ち

に

も

影

響

し

て

い

る

。

正

月

に

小

学

生

の

甥

っ

子

に

お

年

玉

を

渡

し

た

。

使

い

道

を

聞

く

と

ゲ

ー

ム

ソ

フ

ト

。

た

だ

、

ゲ

ー

ム

ソ

フ

ト

も

、

値

上

げ

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

�

年

で

同

じ

予

算

で

買

え

る

本

数

が

減

っ

て

い

る

と

い

う

★

我

が

家

で

は

、

お

年

玉

の

一

部

を

貯

金

し

て

い

る

が

、

イ

ン

フ

レ

で

お

金

の

価

値

が

目

減

り

す

る

な

か

、

賢

明

な

選

択

と

も

言

い

切

れ

な

く

な

っ

て

き

た

。

子

ど

も

に

お

金

の

大

切

さ

や

計

画

性

な

ど

を

教

え

る

一

環

と

し

て

、

「

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

の

活

用

も

検

討

し

て

い

き

た

い

。

（

Ｍ

）

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

事

業

承

継

税

制

に

係

る

特

例

承

継

計

画

の

期

限

延

長

等

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

で

現

在

は

８

年

３

月

末

ま

で

と

な

っ

て

い

る

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

を

１

年

６

か

月

延

長

し

、

９

年

９

月

末

ま

で

と

す

る

ほ

か

、

個

人

版

事

業

承

継

税

制

の

適

用

に

必

要

と

な

る

個

人

事

業

承

継

計

画

の

提

出

期

限

は

２

年

６

か

月

延

長

し

、

�

年

９

月

末

ま

で

と

す

る

。

法

人

版

の

特

例

で

９

年

�

月

末

、

個

人

版

で

�

年

�

月

末

と

な

っ

て

い

る

適

用

期

限

は

変

更

し

な

い

。

ま

た

、

８

年

度

与

党

大

綱

は

、

こ

れ

ら

の

適

用

期

限

到

来

後

の

あ

り

方

に

つ

い

て

９

年

度

改

正

で

結

論

を

得

る

と

明

記

し

て

お

り

、

８

年

（

今

年

）

末

に

議

論

す

る

９

年

度

大

綱

で

そ

の

内

容

が

示

さ

れ

る

見

通

し

だ

。

　

事

業

承

継

税

制

に

係

る

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

延

長

は

図

の

と

お

り

。

８

年

度

改

正

で

は

、

策

定

・

確

認

申

請

（

提

出

期

限

）

の

部

分

の

み

見

直

さ

れ

る

予

定

だ

。

　

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

は

、

こ

れ

ま

で

４

年

度

改

正

で

１

年

、

６

年

度

改

正

で

２

年

、

そ

れ

ぞ

れ

延

長

さ

れ

て

お

り

、

８

年

度

改

正

で

延

長

が

実

施

さ

れ

れ

ば

、

３

度

目

の

延

長

と

な

る

。

た

だ

、

今

回

延

長

が

行

わ

れ

れ

ば

、

特

例

の

適

用

期

限

の

直

前

（

３

か

月

前

）

ま

で

提

出

期

限

が

延

び

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

次

回

延

長

を

行

う

の

で

あ

れ

ば

、

特

例

の

適

用

期

限

自

体

を

延

ば

す

必

要

が

出

て

く

る

。

　

こ

の

点

に

つ

き

、

７

年

度

与

党

大

綱

ま

で

は

特

例

の

適

用

期

限

は

「

今

後

と

も

延

長

し

な

い

」

と

明

記

し

て

き

た

。

８

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

延

長

に

つ

い

て

の

直

接

的

な

記

載

は

な

く

な

っ

た

が

、

代

わ

り

に

「

適

用

期

限

到

来

後

の

あ

り

方

に

つ

い

て

は

、

世

代

交

代

の

停

滞

や

地

域

経

済

の

成

長

へ

の

影

響

に

係

る

懸

念

に

加

え

て

、

本

措

置

の

適

用

状

況

や

課

税

の

公

平

性

等

の

観

点

も

踏

ま

え

て

多

角

的

な

検

討

を

行

い

、

令

和

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

」

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

例

年

、

翌

年

度

の

税

制

改

正

の

内

容

を

事

実

上

決

め

る

与

党

税

制

改

正

大

綱

は

�

月

中

旬

ご

ろ

公

表

さ

れ

て

お

り

、

９

年

度

改

正

で

結

論

を

得

る

と

い

う

こ

と

は

、

今

年

も

�

月

中

旬

ご

ろ

に

公

表

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

９

年

度

与

党

大

綱

に

盛

り

込

む

こ

と

を

指

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

　

そ

う

な

る

と

、

例

年

ど

お

り

で

あ

れ

ば

適

用

期

限

到

来

後

の

あ

り

方

は

今

年

�

月

中

旬

ご

ろ

に

判

明

す

る

可

能

性

が

高

い

。

特

例

承

継

計

画

の

提

出

期

限

は

９

年

９

月

末

ま

で

延

長

さ

れ

る

予

定

で

、

特

例

の

適

用

期

限

は

９

年

�

月

末

な

の

で

、

与

党

大

綱

の

記

載

ど

お

り

９

年

度

改

正

で

結

論

を

得

る

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

今

年

�

月

中

旬

ご

ろ

ま

で

特

例

を

適

用

し

な

い

お

く

と

、

適

用

期

限

到

来

後

の

あ

り

方

も

見

極

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

、

地

方

拠

点

強

化

税

制

の

拡

充

等

と

延

長

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

企

業

が

移

転

先

等

に

お

い

て

本

社

機

能

の

あ

る

オ

フ

ィ

ス

等

を

整

備

す

る

場

合

に

中

古

資

産

の

取

得

も

可

能

と

す

る

な

ど

の

見

直

し

を

行

っ

た

上

で

、

適

用

期

限

を

�

年

３

月

�

日

ま

で

２

年

延

長

す

る

。

地

方

活

力

向

上

地

域

等

に

お

い

て

雇

用

者

の

数

が

増

加

し

た

場

合

の

税

額

控

除

制

度

（

雇

用

促

進

税

制

）

に

つ

い

て

は

廃

止

と

な

る

が

、

い

わ

ゆ

る

オ

フ

ィ

ス

減

税

の

拡

充

部

分

に

一

本

化

さ

れ

る

。

　

地

方

拠

点

強

化

税

制

は

、

企

業

が

本

社

機

能

（

管

理

部

門

や

調

査

企

画

部

門

等

を

有

す

る

事

務

所

、

研

究

所

、

研

修

所

）

の

一

部

ま

た

は

全

部

を

、

①

東

京

�

区

か

ら

地

方

へ

移

転

す

る

場

合

（

移

転

型

）

、

②

地

方

で

拡

充

ま

た

は

東

京

�

区

以

外

か

ら

地

方

に

移

転

す

る

場

合

（

拡

充

型

）

、

オ

フ

ィ

ス

減

税

や

雇

用

促

進

税

制

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

。

　

オ

フ

ィ

ス

減

税

は

、

地

方

で

本

社

機

能

を

有

す

る

施

設

を

新

設

ま

た

は

増

設

す

る

場

合

に

、

建

物

等

の

取

得

価

額

に

応

じ

て

、

特

別

償

却

ま

た

は

税

額

控

除

を

受

け

ら

れ

る

。

対

象

と

な

る

特

定

業

務

施

設

は

、

事

務

所

、

研

究

所

、

研

修

所

（

工

場

や

店

舗

は

対

象

外

）

と

、

こ

れ

ら

の

施

設

の

新

設

と

併

せ

て

整

備

す

る

子

育

て

施

設

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

対

象

と

な

る

事

務

所

は

、

調

査

及

び

企

画

部

門

、

情

報

処

理

部

門

、

研

究

開

発

部

門

、

国

際

事

業

部

門

、

そ

の

他

管

理

業

務

部

門

、

商

業

事

業

部

門

（

一

部

）

、

情

報

サ

ー

ビ

ス

事

業

部

門

、

サ

ー

ビ

ス

事

業

部

門

（

一

部

）

の

た

め

に

使

用

さ

れ

る

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

　

８

年

度

大

綱

で

は

、

対

象

と

な

る

資

産

に

つ

い

て

、

中

古

資

産

の

購

入

と

改

修

が

追

加

さ

れ

た

。

ま

た

、

雇

用

促

進

税

制

を

廃

止

し

、

オ

フ

ィ

ス

減

税

に

一

本

化

す

る

も

の

と

し

て

、

新

た

に

上

乗

せ

措

置

が

設

け

ら

れ

た

。

上

乗

せ

措

置

と

中

古

資

産

に

お

け

る

税

額

控

除

と

特

別

償

却

、

上

乗

せ

措

置

の

要

件

な

ど

は

表

の

と

お

り

。

　

そ

の

ほ

か

に

は

、

大

企

業

に

お

け

る

取

得

価

額

要

件

を

４

５

０

０

万

円

以

上

（

現

行

：

３

５

０

０

万

円

以

上

）

に

引

き

上

げ

る

。

整

備

計

画

の

認

定

を

受

け

た

日

か

ら

特

定

建

物

等

を

事

業

の

用

に

供

し

た

日

の

属

す

る

事

業

年

度

終

了

の

日

ま

で

の

期

間

に

事

業

主

都

合

の

離

職

者

が

い

な

い

こ

と

を

要

件

に

す

る

。

整

備

計

画

に

お

け

る

雇

用

者

増

加

数

の

要

件

に

つ

い

て

、

集

中

地

域

以

外

の

地

域

か

ら

の

転

勤

者

は

雇

用

者

増

加

数

の

対

象

外

と

す

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　本件判決で、納税者の「評価通達�および�は、空室が増えるご

とに建物全体の評価額が上がるという算定方法であり、不動産賃貸

業経営の実態を全く反映していない」との主張に対し、地裁は「空

室が多いほど賃貸用不動産の評価額が低下するのが通常であるとい

うことはできない」と指摘した。ただ、国税庁が昨年�月�日に政

府税制調査会に提示した説明資料「財産評価を巡る諸問題」の中で、

貸付用不動産は一般的に貸家の稼働状況が良好で、賃貸の割合が高

くなると市場価格が上昇する旨が記載されており、どちらかという

と納税者の主張に沿う内容になっている。

　同資料では、貸付用不動産の市場価格と通達評価額との関係につ

いて説明があり、「不動産市場における貸付用不動産の価額について

は、主に収益性によって価値判断が行われるため、一般的に貸家の稼

働状況等が良好で、賃貸の割合が高くなると市場価格が高くなる」と

する一方、評価通達では「借家人の支配権による利用の制約等を考慮

して評価するため、借家人がおり、賃貸の割合が高くなると通達評価

額が低くなる」と説明。その上で、図表を用いて、賃貸の割合が高

くなると通達評価額が低下するにもかかわらず、市場価格は上昇し、

通達評価額と市場価格のかい離がより大きくなることを示した。

　市場価格は収益性によって価値判断が行われ、通達評価額は利用

や処分の制限などを考慮するため、こうしたことが起こる。

　なお、こうしたかい離の拡大などに着目した節税が把握されてい

ることを受けて、令和８年度税制改正大綱では、相続等の直前（５年

以内）に取得した貸付用不動産の評価の見直しなど（�月１日号１面

参照）を行うこととし、９年１月１日以後に相続等により取得をす

る財産の評価に適用される予定。かい離が拡大すること自体への対

応は大綱には示されていないが、�月�日の政府税調で国税庁の担

当者は、市場価格の形成メカニズムに評価通達の考え方がキャッチ

アップできていないとし、収益性を踏まえた評価となるよう評価方

法の見直しをしっかりと考えていくべきだと思うと述べていた。

　

相

続

人

ら

（

納

税

者

）

が

被

相

続

人

か

ら

相

続

し

た

複

数

の

賃

貸

用

マ

ン

シ

ョ

ン

に

�

～

�

％

の

空

室

が

あ

っ

た

も

の

の

、

各

建

物

に

係

る

賃

貸

割

合

を

そ

れ

ぞ

れ

「

１

（

１

０

０

％

）

」

と

し

た

評

価

額

で

計

算

し

、

相

続

税

の

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

課

税

庁

が

、

空

室

部

分

は

賃

貸

部

分

に

当

た

ら

な

い

賃

貸

割

合

を

用

い

て

評

価

す

る

な

ど

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

納

税

者

が

評

価

に

誤

り

が

あ

る

な

ど

と

主

張

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

訴

訟

で

東

京

地

裁

（

岡

田

幸

人

裁

判

長

）

は

�

日

、

各

空

室

の

床

面

積

は

賃

貸

さ

れ

て

い

る

床

面

積

に

含

め

ず

に

計

算

す

る

こ

と

に

な

る

と

す

る

納

税

者

敗

訴

の

判

決

を

下

し

た

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

研

究

開

発

税

制

に

つ

い

て

、

重

点

産

業

技

術

試

験

研

究

費

の

額

に

係

る

税

額

控

除

制

度

の

創

設

や

一

般

試

験

研

究

費

の

額

に

係

る

税

額

控

除

制

度

の

見

直

し

な

ど

の

ほ

か

、

中

小

企

業

技

術

基

盤

強

化

税

制

に

つ

い

て

、

一

時

的

な

赤

字

等

で

あ

っ

て

も

継

続

的

な

研

究

開

発

を

促

す

観

点

か

ら

、

新

た

に

３

年

間

の

繰

越

税

額

控

除

を

導

入

す

る

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

ま

ず

、

①

増

減

試

験

研

究

費

割

合

が

�

％

を

超

え

る

場

合

の

税

額

控

除

率

の

特

例

お

よ

び

控

除

税

額

の

上

限

の

上

乗

せ

特

例

の

適

用

期

限

を

、

�

年

度

末

ま

で

３

年

延

長

す

る

。

②

試

験

研

究

費

の

額

が

平

均

売

上

金

額

の

�

％

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

税

額

控

除

率

の

特

例

お

よ

び

控

除

税

額

の

上

限

の

上

乗

せ

特

例

の

適

用

期

限

を

、

�

年

度

末

ま

で

３

年

延

長

す

る

。

そ

し

て

、

③

控

除

限

度

超

過

額

に

つ

い

て

は

、

３

年

間

の

繰

越

し

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

　

③

で

は

、

繰

越

税

額

控

除

制

度

は

、

繰

越

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

年

度

に

お

い

て

試

験

研

究

費

の

額

が

比

較

試

験

研

究

費

の

額

を

超

え

る

場

合

に

限

り

適

用

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

た

だ

し

、

一

般

試

験

研

究

費

の

額

に

係

る

税

額

控

除

制

度

の

適

用

を

受

け

る

事

業

年

度

は

適

用

で

き

な

い

こ

と

と

す

る

。

　

な

お

、

通

算

法

人

に

つ

い

て

は

、

③

の

繰

越

税

額

控

除

制

度

の

適

用

要

件

に

関

し

て

、

通

算

グ

ル

ー

プ

全

体

の

試

験

研

究

費

の

額

に

よ

り

判

定

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

本

件

納

税

者

は

被

相

続

人

Ａ

の

子

ら

。

Ａ

は

平

成

�

年

５

月

に

死

亡

し

、

相

続

が

開

始

し

た

。

Ａ

は

生

前

、

複

数

の

独

立

部

分

か

ら

な

る

一

棟

マ

ン

シ

ョ

ン

を

３

棟

所

有

し

、

貸

付

け

の

用

に

供

し

て

い

た

。

相

続

開

始

日

の

各

マ

ン

シ

ョ

ン

の

空

室

は

建

物

１

が

３

室

（

空

室

率

�

％

）

、

建

物

２

が

３

室

（

同

�

・

�

％

）

、

建

物

３

が

２

室

（

空

室

率

�

・

�

％

）

で

、

各

空

室

の

う

ち

、

相

続

開

始

前

後

の

空

室

期

間

は

最

短

で

３

か

月

�

日

だ

っ

た

。

　

納

税

者

は

�

年

３

月

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

税

の

当

初

申

告

を

し

た

。

こ

の

中

で

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

の

土

地

・

建

物

の

評

価

は

各

建

物

に

係

る

賃

貸

割

合

を

そ

れ

ぞ

れ

１

と

し

た

場

合

の

評

価

額

で

計

算

さ

れ

て

い

た

。

納

税

者

は

令

和

４

年

７

月

に

修

正

申

告

を

し

た

が

、

修

正

申

告

で

も

各

土

地

・

建

物

の

価

額

は

当

初

申

告

に

お

け

る

各

価

額

と

同

額

だ

っ

た

。

　

そ

の

後

、

課

税

庁

が

５

年

２

月

に

空

室

部

分

は

賃

貸

部

分

に

当

た

ら

な

い

前

提

で

各

建

物

に

係

る

賃

貸

割

合

を

計

算

し

て

各

土

地

・

建

物

の

価

額

を

評

価

す

る

な

ど

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

た

め

、

こ

れ

を

不

服

と

し

て

納

税

者

が

訴

訟

を

起

こ

し

た

。

　

争

点

は

各

土

地

・

建

物

の

評

価

額

で

、

具

体

的

に

は

各

空

室

の

床

面

積

を

賃

貸

さ

れ

て

い

る

床

面

積

に

含

め

て

各

建

物

に

係

る

賃

貸

割

合

を

計

算

す

る

こ

と

の

是

非

。

　

納

税

者

は

、

財

産

評

価

基

本

通

達

�

《

貸

家

建

付

地

の

評

価

》

お

よ

び

同

�

《

貸

家

の

評

価

》

は

空

室

が

増

え

る

ご

と

に

建

物

全

体

の

評

価

額

が

上

が

る

算

定

方

法

で

あ

り

、

不

動

産

賃

貸

業

経

営

の

実

態

を

全

く

反

映

し

て

お

ら

ず

、

適

正

な

時

価

を

適

切

に

算

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

特

別

な

事

情

が

あ

る

か

ら

、

建

物

全

体

を

貸

家

と

し

、

賃

貸

割

合

を

１

と

し

て

貸

家

お

よ

び

貸

家

建

付

地

の

評

価

を

す

べ

き

だ

な

ど

と

主

張

。

ま

た

、

賃

貸

専

用

物

件

は

満

室

で

あ

る

こ

と

が

当

然

と

し

て

、

一

時

的

空

室

部

分

の

要

件

を

厳

格

に

解

釈

す

る

こ

と

は

、

や

む

を

得

ず

空

室

が

生

じ

て

し

ま

う

こ

と

が

あ

る

不

動

産

賃

貸

業

の

実

情

に

そ

ぐ

わ

な

い

と

し

た

。

　

こ

れ

に

対

し

て

地

裁

は

、

賃

貸

用

物

件

の

不

動

産

鑑

定

を

す

る

場

合

、

収

益

還

元

法

を

採

用

す

る

か

、

取

り

壊

し

て

更

地

と

し

て

取

引

を

す

る

こ

と

を

前

提

と

す

る

か

は

事

案

に

応

じ

て

さ

ま

ざ

ま

で

、

空

室

が

多

い

ほ

ど

賃

貸

用

不

動

産

の

評

価

額

が

低

下

す

る

の

が

通

常

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

し

、

Ａ

所

有

の

賃

貸

用

不

動

産

に

特

に

他

の

賃

貸

用

物

件

と

別

異

に

取

り

扱

う

べ

き

理

由

も

な

い

か

ら

、

納

税

者

の

主

張

を

採

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

指

摘

。

　

さ

ら

に

、

評

価

通

達

�

⑵

（

注

）

２

は

、

課

税

時

期

に

お

い

て

一

時

的

に

賃

貸

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

場

合

、

例

外

的

に

賃

貸

さ

れ

て

い

る

部

分

と

同

様

に

取

扱

う

旨

を

規

定

し

て

い

る

が

、

こ

れ

を

本

件

各

空

室

に

つ

い

て

み

る

と

、

そ

の

空

室

期

間

は

最

も

短

い

場

合

で

も

３

か

月

�

日

に

及

び

、

課

税

時

期

に

具

体

的

な

特

定

人

と

契

約

締

結

に

向

け

た

交

渉

を

し

て

い

た

な

ど

の

事

情

も

認

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

一

時

的

空

室

部

分

に

該

当

す

る

と

い

う

こ

と

も

で

き

な

い

と

し

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　日本税理士会連合会（太田直

樹会長）は昨年末、佐賀大学で

教員養成大学寄附講座の目録贈

呈式を行った。

　当日は、日税連から太田会長、

菅原一朗租税教育推進部長、九

州北部税理士会の丸山二也会

長、同大学の野出孝一学長らが

出席した。

　贈呈式では、講座開設に係る

謝辞が野出学長から述べられ、

講座開設の目的や、今後の租税

教育のあり方などについて意見

交換を行った。

　教員養成大学寄附講座は、教

員が自ら租税教育を行えるよう

にすることを目的とし、将来の

租税教育等を担う教員の養成を

推進するために、平成�年度か

ら開始されている。

　これまでに、�大学で開設さ

れており、同大学においては令

和８年度から３年間開設される

ことになる。

　

国

税

庁

は

�

日

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

取

扱

い

に

関

す

る

質

問

を

更

新

し

た

。

問

�

の

「

登

録

に

係

る

経

過

措

置

に

よ

り

課

税

事

業

者

と

な

る

期

間

に

お

け

る

再

登

録

」

の

１

問

が

追

加

さ

れ

た

。

同

期

間

に

再

度

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

る

場

合

、

改

め

て

登

録

申

請

書

の

提

出

が

必

要

と

な

り

、

登

録

申

請

書

に

は

登

録

希

望

日

を

記

載

し

、

そ

の

登

録

を

受

け

よ

う

と

す

る

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

前

ま

で

に

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

官

民

共

同

で

Ｓ

Ｎ

Ｓ

を

活

用

し

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

Ｐ

Ｒ

を

開

始

し

た

と

発

表

し

た

。

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

協

議

会

の

構

成

員

で

あ

る

総

務

省

、

地

方

税

共

同

機

構

、

金

融

庁

、

日

本

銀

行

、

全

国

銀

行

協

会

、

全

国

地

方

銀

行

協

会

、

第

二

地

方

銀

行

協

会

と

と

も

に

行

う

。

　

第

１

弾

は

、

源

泉

所

得

税

及

び

個

人

住

民

税

（

特

別

徴

収

分

）

を

対

象

と

し

て

、

令

和

８

年

１

月

９

日

か

ら

�

日

に

実

施

す

る

。

第

２

弾

は

、

法

人

・

個

人

の

消

費

税

、

自

動

車

税

（

種

別

割

）

・

軽

自

動

車

税

（

種

別

割

）

、

固

定

資

産

税

の

納

付

時

期

に

あ

わ

せ

て

８

年

５

月

１

日

か

ら

�

日

に

実

施

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

官

民

の

関

係

者

が

共

同

で

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

メ

リ

ッ

ト

や

利

用

方

法

な

ど

を

Ｐ

Ｒ

す

る

の

は

全

国

規

模

で

初

め

て

で

あ

り

、

こ

の

活

動

を

通

じ

て

、

納

税

者

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

よ

り

身

近

に

感

じ

て

も

ら

う

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

。

な

お

、

同

協

議

会

は

６

年

５

月

に

発

足

し

た

。

　

質

問

は

、

免

税

事

業

者

で

あ

る

個

人

事

業

者

と

し

て

令

和

６

年

４

月

１

日

に

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

。

そ

の

後

、

７

年

�

月

１

日

に

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

の

取

消

し

を

求

め

る

旨

の

届

出

書

」

を

提

出

し

、

８

年

１

月

１

日

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

や

め

た

が

、

同

年

中

に

改

め

て

登

録

を

受

け

直

し

た

い

と

考

え

て

い

る

。

こ

の

場

合

、

ど

の

よ

う

な

手

続

が

必

要

と

な

る

か

と

い

う

も

の

。

回

答

は

以

下

の

と

お

り

。

　

免

税

事

業

者

が

登

録

を

受

け

る

た

め

に

は

、

原

則

と

し

て

、

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

を

提

出

し

、

課

税

事

業

者

と

な

る

必

要

が

あ

る

が

、

５

年

�

月

１

日

か

ら

�

年

９

月

�

日

ま

で

の

日

の

属

す

る

課

税

期

間

中

に

登

録

を

受

け

る

場

合

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

書

に

登

録

希

望

日

（

提

出

日

か

ら

�

日

以

降

の

登

録

を

受

け

る

日

と

し

て

事

業

者

が

希

望

す

る

日

）

を

記

載

す

る

こ

と

で

、

そ

の

登

録

希

望

日

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

る

経

過

措

置

が

設

け

ら

れ

て

い

る

。

　

　

登

録

に

係

る

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

場

合

（

登

録

日

の

属

す

る

課

税

期

間

が

５

年

�

月

１

日

を

含

む

場

合

を

除

く

）

、

登

録

日

の

属

す

る

課

税

期

間

の

翌

課

税

期

間

か

ら

登

録

日

以

後

２

年

を

経

過

す

る

日

の

属

す

る

課

税

期

間

ま

で

の

各

課

税

期

間

に

つ

い

て

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

や

め

た

と

し

て

も

、

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

に

か

か

わ

ら

ず

免

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

質

問

の

場

合

、

８

年

分

に

つ

い

て

も

課

税

事

業

者

と

し

て

消

費

税

の

確

定

申

告

が

必

要

と

な

る

。

　

そ

の

上

で

、

再

度

登

録

を

受

け

る

に

当

た

っ

て

は

、

改

め

て

登

録

申

請

書

の

提

出

が

必

要

と

な

る

。

こ

の

場

合

、

新

た

に

登

録

に

係

る

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

登

録

申

請

書

に

は

登

録

希

望

日

を

記

載

し

、

そ

の

登

録

を

受

け

よ

う

と

す

る

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

前

ま

で

に

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

な

お

、

再

度

登

録

を

受

け

る

た

め

に

提

出

す

る

登

録

申

請

書

の

「

事

業

者

区

分

」

に

つ

い

て

は

、

便

宜

上

、

「

免

税

事

業

者

」

と

し

た

上

で

、

登

録

希

望

日

を

記

載

す

る

。

　

ま

た

、

こ

の

場

合

、

再

度

登

録

を

受

け

た

日

以

後

２

年

を

経

過

す

る

日

の

属

す

る

課

税

期

間

ま

で

の

各

課

税

期

間

は

免

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

地

方

税

共

同

機

構

は

�

日

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

地

方

税

ポ

ー

タ

ル

シ

ス

テ

ム

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

「

令

和

８

年

９

月

の

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

更

改

に

伴

う

サ

ー

ビ

ス

停

止

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

た

。

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

シ

ス

テ

ム

更

改

に

伴

い

、

９

月

�

日

０

時

か

ら

９

月

�

日

８

時

�

分

（

予

定

）

ま

で

サ

ー

ビ

ス

を

停

止

す

る

。

　

サ

ー

ビ

ス

停

止

期

間

中

は

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

や

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

を

利

用

し

た

地

方

税

の

電

子

申

告

、

電

子

納

付

等

の

手

続

き

が

で

き

な

い

た

め

注

意

が

必

要

だ

。

例

え

ば

、

Ｐ

Ｃ

ｄ

ｅ

ｓ

ｋ

や

税

務

ソ

フ

ト

を

利

用

し

た

地

方

税

の

電

子

申

告

、

電

子

納

付

等

の

手

続

き

、

地

方

税

お

支

払

サ

イ

ト

（

９

月

�

日

か

ら

「

ｅ

Ｌ

お

支

払

い

サ

イ

ト

」

に

名

称

変

更

予

定

）

に

よ

る

地

方

税

の

電

子

納

付

手

続

き

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

決

済

ア

プ

リ

等

に

よ

る

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

を

利

用

し

た

地

方

税

の

電

子

納

付

手

続

き

、

Ｏ

Ｓ

Ｓ

に

よ

る

電

子

申

告

に

伴

う

電

子

納

付

手

続

き

な

ど

が

利

用

不

可

と

な

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

相

続

税

申

告

の

令

和

６

年

度

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

状

況

を

公

表

し

た

。

　

６

年

度

の

相

続

税

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

３

万

７

０

０

０

件

増

加

の

�

万

２

０

０

０

件

（

前

年

度

比

�

・

５

％

増

）

だ

っ

た

。

利

用

率

は

、

前

年

度

比

�

・

２

㌽

増

の

�

・

３

％

で

、

６

年

度

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

率

目

標

値

�

％

を

上

回

っ

た

。

７

年

度

の

利

用

率

目

標

値

は

�

％

、

８

年

度

は

�

％

に

設

定

し

て

い

る

。

　

相

続

税

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

率

が

伸

び

悩

ん

で

い

た

が

、

同

庁

は

、

相

続

税

の

申

告

は

税

理

士

関

与

が

多

い

こ

と

か

ら

、

税

理

士

に

対

す

る

個

別

勧

奨

を

行

う

と

と

も

に

、

税

理

士

か

ら

の

要

望

等

を

踏

ま

え

、

利

便

性

向

上

の

た

め

の

方

策

を

実

施

。

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

内

に

「

相

続

税

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

特

設

サ

イ

ト

」

を

開

設

し

、

こ

う

し

た

方

策

の

周

知

・

広

報

に

尽

力

し

て

き

た

。

　

例

え

ば

、

昨

年

４

月

か

ら

は

添

付

書

類

の

ス

キ

ャ

ナ

読

み

取

り

要

件

が

見

直

さ

れ

、

添

付

書

類

等

の

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

の

イ

メ

ー

ジ

デ

ー

タ

に

つ

い

て

、

こ

れ

ま

で

は

フ

ル

カ

ラ

ー

に

よ

り

ス

キ

ャ

ナ

読

取

り

を

行

う

必

要

が

あ

っ

た

が

、

グ

レ

ー

ス

ケ

ー

ル

に

よ

る

ス

キ

ャ

ナ

読

取

り

も

可

能

と

な

っ

た

。

　

さ

ら

に

、

�

年

１

月

か

ら

は

、

添

付

書

類

等

を

イ

メ

ー

ジ

デ

ー

タ

に

よ

り

提

出

す

る

場

合

、

フ

ァ

イ

ル

形

式

を

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

に

加

え

て

Ｊ

Ｐ

Ｅ

Ｇ

形

式

で

の

提

出

も

可

能

と

す

る

ほ

か

、

送

信

可

能

な

デ

ー

タ

容

量

を

１

送

信

当

た

り

最

大

１

０

０

㍋

�

に

拡

大

す

る

予

定

だ

。

　

な

お

、

添

付

書

類

の

イ

メ

ー

ジ

デ

ー

タ

送

信

は

、

申

告

等

デ

ー

タ

の

送

信

時

に

、

イ

メ

ー

ジ

デ

ー

タ

を

同

時

に

送

信

す

る

方

式

（

同

時

送

信

方

式

）

と

、

申

告

等

デ

ー

タ

の

送

信

後

に

受

信

通

知

か

ら

追

加

で

送

信

す

る

方

式

（

追

加

送

信

方

式

）

が

あ

る

。

　

追

加

送

信

方

式

は

、

申

告

等

デ

ー

タ

の

受

信

通

知

の

格

納

後

１

年

間

に

限

り

、

同

一

の

受

付

番

号

に

対

し

て

�

回

ま

で

送

信

可

能

で

、

同

時

送

信

方

式

と

併

用

す

る

こ

と

で

合

計

�

回

送

信

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　個人事業者が支出する費用には、業務の遂行上生じた必要経

費と、生活を営む上で生じた家事費があるほか、業務と家事の

双方に関わる家事関連費があります。では、これらは、どのよ

うな関係にあるのでしょうか。多くの裁判例などを分析すると、

次の二説が考えられます。

⑴　相対的関係（図１参照）

　所得税法が、業務について生じた費用を必要経費と規定した

上で（所法�）、必要経費に算入しない家事関連費等（家事費

と家事関連費）を敢えて規定していることからしても、必要経

費と家事費の関係は相対的といえ、両者の性質を有する家事関

連費はその中間に位置するものということができます。

⑵　包括的関係（図２参照）

　個人事業者が、まずは自然人であること、そして生産活動（所

得稼得行為）のみならず、所得の処分としての私的な消費活動

も行っていることからすれば、必要経費が特別なものであって、

それは家事費に包含されるものと観念されます。つまり、必要

経費は、事業所得等の金額の計算上控除されるものとして家事

費から除外されるという考え方です。

　

両

親

と

同

居

し

て

い

た

頃

、

両

親

は

、

日

課

の

よ

う

に

テ

レ

ビ

の

時

代

劇

を

観

て

い

た

。

「

あ

ん

な

現

実

離

れ

の

ド

ラ

マ

の

ど

こ

が

面

白

い

の

か

」

と

思

っ

て

一

度

も

一

緒

に

観

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

と

こ

ろ

が

、

自

分

が

両

親

と

同

世

代

に

な

っ

て

、

日

課

の

よ

う

に

、

テ

レ

ビ

の

時

代

劇

に

は

ま

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

と

に

か

く

、

時

代

劇

で

は

、

「

正

し

い

者

は

勝

つ

」

か

、

「

悪

者

は

必

ず

滅

び

る

」

の

で

あ

る

。

ま

さ

に

、

現

実

離

れ

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

現

実

が

必

ず

し

も

そ

う

で

は

な

い

か

ら

、

時

代

劇

で

「

う

っ

憤

晴

ら

し

」

を

し

て

い

る

の

か

も

知

れ

な

い

。

　

ま

た

、

時

代

劇

で

は

、

「

法

廷

」

な

ら

ぬ

「

お

白

洲

」

も

し

ば

し

ば

登

場

す

る

が

、

遠

山

の

金

さ

ん

に

し

て

も

、

大

岡

越

前

守

に

し

て

も

、

市

中

に

出

回

っ

て

事

実

関

係

を

確

認

し

て

い

る

か

ら

（

職

権

主

義

）

、

そ

の

判

断

（

判

決

）

は

絶

対

に

正

し

く

、

悪

者

も

文

句

が

言

え

な

い

の

で

あ

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

現

在

で

は

、

税

法

の

解

釈

・

適

用

を

め

ぐ

っ

て

、

時

代

劇

の

よ

う

な

胸

の

す

く

よ

う

な

判

決

が

常

に

下

さ

れ

る

と

は

限

ら

な

い

。

税

法

の

解

釈

・

適

用

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

は

、

租

税

が

経

済

取

引

等

に

お

け

る

コ

ス

ト

で

あ

る

以

上

、

そ

の

最

少

化

を

図

る

で

あ

ろ

う

し

、

税

務

官

庁

は

、

課

税

の

公

平

と

租

税

収

入

の

確

保

を

職

務

と

し

て

い

る

か

ら

、

両

者

の

対

立

は

必

然

的

で

あ

る

と

言

え

る

。

　

そ

し

て

、

そ

の

対

立

は

、

課

税

処

分

と

い

う

形

に

な

る

。

納

税

者

は

、

そ

の

処

分

に

不

服

で

あ

れ

ば

、

不

服

申

立

て

（

再

調

査

の

請

求

、

審

査

請

求

）

を

経

て

、

取

消

訴

訟

を

提

起

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

、

再

調

査

審

理

庁

に

し

て

も

国

税

不

服

審

判

所

に

し

て

も

、

国

税

庁

の

組

織

の

一

部

で

あ

り

、

担

当

者

に

は

調

査

権

限

が

与

え

ら

れ

て

い

る

か

ら

、

職

権

主

義

に

基

づ

い

て

、

そ

の

処

分

の

正

否

が

判

断

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

裁

決

は

、

国

税

庁

内

の

最

終

判

断

に

な

る

か

ら

、

税

務

署

長

は

そ

の

処

分

が

取

り

消

さ

れ

て

も

文

句

が

言

え

な

い

。

そ

の

点

で

は

、

納

税

者

が

求

め

る

第

三

者

的

判

断

は

望

み

難

い

こ

と

に

な

る

。

　

そ

れ

で

は

、

裁

判

所

が

行

う

裁

判

に

お

い

て

、

常

に

正

し

い

判

断

が

期

待

で

き

る

か

が

、

問

題

と

な

る

。

現

在

の

訴

訟

に

お

け

る

審

理

は

、

遠

山

の

金

さ

ん

が

や

っ

て

い

た

よ

う

な

職

権

主

義

で

は

な

く

、

弁

論

主

義

に

よ

っ

て

審

理

さ

れ

、

自

由

心

証

主

義

に

よ

っ

て

判

決

が

下

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

た

め

、

当

事

者

の

主

張

・

立

証

の

巧

拙

に

よ

っ

て

判

決

が

変

わ

る

こ

と

も

あ

る

し

、

裁

判

官

の

心

証

（

判

断

）

に

よ

っ

て

判

決

が

変

わ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

こ

と

は

、

裁

判

所

は

第

三

者

的

機

関

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

常

に

正

し

い

判

決

が

下

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

い

こ

と

を

意

味

す

る

。

そ

し

て

、

よ

り

正

し

い

判

決

が

下

さ

れ

る

た

め

に

３

審

制

が

採

用

さ

れ

て

お

り

、

国

民

は

同

じ

事

件

に

つ

い

て

、

３

回

裁

判

を

行

う

権

利

が

与

え

ら

れ

て

い

る

。

　

税

務

訴

訟

に

つ

い

て

は

、

一

審

が

地

方

裁

判

所

で

審

理

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

か

ら

、

そ

の

判

決

に

不

服

が

あ

れ

ば

高

等

裁

判

所

に

控

訴

す

る

こ

と

が

で

き

、

控

訴

審

判

決

に

不

服

が

あ

れ

ば

、

最

高

裁

判

所

に

上

告

で

き

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

場

合

、

「

最

高

裁

判

所

は

、

一

切

の

法

律

、

命

令

、

規

則

又

は

処

分

が

憲

法

に

適

合

す

る

か

し

な

い

か

を

決

定

す

る

権

限

を

有

す

る

終

審

裁

判

所

で

あ

る

。

」

（

憲

法

�

条

）

と

定

め

ら

れ

て

い

る

の

で

、

最

高

裁

判

所

の

判

決

（

最

高

裁

判

決

）

は

、

法

的

に

は

最

も

正

し

い

も

の

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

最

高

裁

判

決

に

つ

い

て

も

、

再

審

制

度

（

民

事

訴

訟

法

３

３

８

条

以

下

、

刑

事

訴

訟

法

４

３

５

条

以

下

）

が

設

け

ら

れ

て

い

る

か

ら

、

常

に

正

し

い

こ

と

に

は

な

ら

な

い

。

　

と

こ

ろ

で

、

最

高

裁

判

決

の

重

要

な

も

の

は

、

判

例

法

を

形

成

し

、

租

税

法

律

主

義

に

お

け

る

法

源

（

法

の

存

在

形

式

）

と

し

て

、

裁

判

官

の

判

断

規

範

に

な

る

ば

か

り

で

は

な

く

、

国

民

（

納

税

者

）

も

そ

れ

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

に

な

る

。

そ

の

意

味

で

は

、

最

高

裁

判

決

は

、

最

も

正

し

い

判

断

で

あ

る

と

も

考

え

ら

れ

る

。

　

そ

う

は

言

っ

て

も

、

判

例

法

の

変

更

と

い

っ

て

、

確

立

さ

れ

た

判

例

法

で

あ

っ

て

も

、

後

の

最

高

裁

判

所

が

従

前

の

判

例

法

を

覆

す

判

決

を

下

す

こ

と

も

で

き

る

し

、

判

例

法

と

異

な

っ

た

法

律

を

作

れ

ば

従

前

の

判

例

法

は

消

滅

す

る

こ

と

に

な

る

。

後

者

の

例

は

、

税

務

調

査

に

お

け

る

質

問

検

査

権

行

使

規

定

に

関

す

る

平

成

�

年

の

国

税

通

則

法

の

改

正

が

あ

る

。

　

そ

こ

で

、

本

稿

で

は

、

従

前

の

最

高

裁

判

決

の

中

で

、

判

例

法

と

し

て

機

能

し

て

い

る

も

の

で

あ

っ

て

も

、

疑

義

の

あ

る

も

の

を

取

り

上

げ

て

論

述

す

る

が

、

そ

の

一

つ

の

例

は

、

第

�

回

「

財

産

分

与

」

（

最

高

裁

昭

和

�

年

５

月

�

日

判

決

）

で

論

じ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

医

療

費

・

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

か

ら

住

宅

や

株

を

譲

渡

し

た

場

合

の

損

益

通

算

・

損

失

繰

越

控

除

ま

で

重

要

か

つ

頻

出

の

確

定

申

告

の

ケ

ー

ス

に

基

づ

く

具

体

的

な

記

載

例

【

�

事

例

】

を

収

録

し

た

所

得

税

確

定

申

告

書

作

成

の

た

め

の

実

務

必

携

マ

ニ

ュ

ア

ル

。

　

そ

の

事

例

に

は

例

え

ば

、

「

特

定

新

規

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

の

取

得

に

要

し

た

金

額

の

寄

附

金

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

」

「

子

育

て

世

帯

等

に

対

す

る

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

拡

充

」

「

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

（

買

い

換

え

た

場

合

）

」

「

上

場

株

式

等

と

一

般

株

式

等

を

売

却

し

、

上

場

株

式

等

の

譲

渡

損

失

を

繰

り

越

す

場

合

」

「

雑

損

失

を

翌

年

以

後

に

繰

り

越

す

場

合

」

な

ど

を

盛

り

込

む

。

　

令

和

７

年

に

大

幅

改

正

さ

れ

た

特

定

親

族

特

別

控

除

、

配

偶

者

（

特

別

）

控

除

、

基

礎

控

除

、

給

与

所

得

控

除

額

を

反

映

し

た

設

例

及

び

解

説

を

充

実

さ

せ

、

「

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

」

（

措

置

法

第

�

条

の

�

）

に

係

る

設

例

を

新

規

登

載

。

　

令

和

７

年

分

所

得

税

確

定

申

告

に

お

け

る

最

新

の

確

定

申

告

書

、

各

種

明

細

書

・

計

算

明

細

書

等

に

対

応

し

た

一

冊

。

　

Ｂ

５

判

、

６

５

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

３

１

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

得

た

構

造

計

算

適

合

性

判

定

業

務

な

ど

に

係

る

収

入

は

、

支

払

先

と

の

契

約

関

係

お

よ

び

労

務

提

供

の

態

様

か

ら

給

与

所

得

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

構

造

計

算

適

合

性

判

定

業

務

等

を

行

っ

て

得

た

収

入

に

係

る

所

得

を

給

与

所

得

と

し

て

確

定

申

告

等

を

し

た

後

、

同

収

入

に

係

る

所

得

は

事

業

所

得

で

あ

っ

た

と

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

同

収

入

が

支

払

先

と

の

契

約

関

係

や

労

働

提

供

の

態

様

か

ら

給

与

所

得

に

該

当

す

る

と

判

断

し

た

（

令

和

７

年

６

月

９

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

平

成

�

年

か

ら

令

和

３

年

に

か

け

て

、

Ａ

社

（

本

件

法

人

）

の

取

締

役

で

あ

り

、

同

期

間

に

お

け

る

請

求

人

の

肩

書

は

本

件

会

社

の

一

部

署

の

本

部

長

で

あ

っ

た

。

　

本

件

法

人

は

建

築

基

準

法

に

基

づ

き

、

建

築

確

認

に

お

け

る

確

認

検

査

を

行

う

指

定

確

認

検

査

機

関

の

指

定

を

、

ま

た

、

建

築

物

の

構

造

計

算

の

確

認

審

査

を

行

う

指

定

構

造

計

算

適

合

性

判

定

機

関

の

指

定

を

そ

れ

ぞ

れ

国

土

交

通

相

か

ら

受

け

て

い

た

。

　

請

求

人

は

本

件

部

署

で

、

建

築

基

準

法

�

条

の

�

の

９

《

構

造

計

算

適

合

性

判

定

員

》

１

項

に

規

定

す

る

構

造

計

算

適

合

性

判

定

員

（

本

件

判

定

員

）

と

し

て

、

同

法

６

条

の

３

《

構

造

計

算

適

合

性

判

定

》

１

項

に

規

定

す

る

構

造

計

算

適

合

性

判

定

（

本

件

判

定

）

に

係

る

業

務

を

本

件

法

人

に

対

し

て

行

っ

て

い

た

。

　

本

件

法

人

は

請

求

人

に

給

与

明

細

書

ま

た

は

賞

与

明

細

書

と

題

す

る

各

明

細

書

を

そ

れ

ぞ

れ

交

付

し

て

い

た

。

本

件

法

人

は

請

求

人

に

係

る

平

成

�

年

分

、

令

和

元

年

分

、

２

年

分

（

本

件

各

年

分

）

の

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

簿

を

そ

れ

ぞ

れ

作

成

。

そ

の

上

で

、

請

求

人

に

本

件

各

年

分

の

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

を

そ

れ

ぞ

れ

交

付

し

て

い

た

。

な

お

、

本

件

各

源

泉

徴

収

票

に

社

会

保

険

料

の

金

額

は

記

載

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

。

　

請

求

人

は

本

件

法

人

か

ら

平

成

�

年

中

、

令

和

元

年

中

、

２

年

中

に

そ

れ

ぞ

れ

収

入

を

得

て

い

た

（

本

件

各

収

入

）

。

本

件

法

人

と

請

求

人

と

の

間

に

雇

用

契

約

ま

た

は

こ

れ

に

類

す

る

契

約

が

締

結

さ

れ

て

い

た

か

否

か

に

つ

い

て

は

争

い

が

あ

る

。

　

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

請

求

人

は

、

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

本

件

各

源

泉

徴

収

票

に

基

づ

き

、

本

件

各

収

入

を

給

与

所

得

に

係

る

収

入

金

額

と

す

る

な

ど

し

て

、

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

請

求

人

は

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

に

よ

る

実

地

の

調

査

を

受

け

、

３

年

�

月

に

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

修

正

申

告

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

　

そ

の

後

、

請

求

人

は

５

年

�

月

に

本

件

各

収

入

は

、

い

ず

れ

も

給

与

所

得

に

係

る

収

入

金

額

で

は

な

く

、

事

業

所

得

に

係

る

総

収

入

金

額

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

て

各

更

正

の

請

求

を

し

た

。

請

求

人

は

各

更

正

の

請

求

に

際

し

、

区

分

欄

に

「

建

築

士

報

酬

」

と

記

載

さ

れ

た

本

件

法

人

作

成

の

本

件

各

年

分

の

「

報

酬

、

料

金

、

契

約

金

及

び

賞

金

の

支

払

調

書

」

を

原

処

分

庁

に

そ

れ

ぞ

れ

提

出

し

た

。

　

た

だ

、

原

処

分

庁

は

６

年

５

月

に

本

件

各

収

入

が

給

与

所

得

に

係

る

収

入

金

額

に

該

当

す

る

と

し

て

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

な

ど

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

収

入

に

係

る

所

得

が

事

業

所

得

と

給

与

所

得

の

い

ず

れ

に

該

当

す

る

か

。

請

求

人

の

主

張

　

自

身

は

建

築

士

法

�

条

《

建

築

士

事

務

所

の

管

理

》

に

よ

り

、

本

件

法

人

の

社

員

と

し

て

業

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

か

ら

、

本

件

法

人

と

は

雇

用

契

約

で

は

な

く

業

務

委

託

契

約

を

締

結

し

、

自

身

の

個

人

事

業

の

一

環

と

し

て

本

件

判

定

業

務

を

行

っ

て

い

た

。

本

件

各

年

分

に

本

件

法

人

の

本

部

長

で

あ

っ

た

が

、

実

際

に

は

本

件

法

人

の

経

営

に

一

切

関

与

し

て

お

ら

ず

、

取

締

役

と

し

て

の

業

務

に

従

事

し

た

事

実

も

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

。

　

本

件

法

人

か

ら

は

支

払

調

書

を

交

付

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

、

こ

の

こ

と

は

本

件

各

収

入

が

本

件

法

人

か

ら

業

務

委

託

を

受

け

、

そ

の

対

価

と

し

て

建

築

士

報

酬

の

支

払

を

受

け

て

い

た

こ

と

を

示

す

も

の

で

あ

る

。

　

所

属

し

て

い

た

部

署

は

本

件

法

人

の

一

部

署

で

は

あ

る

も

の

の

、

建

築

基

準

法

上

、

独

立

性

の

強

い

第

三

者

機

関

で

あ

り

、

本

件

判

定

員

で

あ

る

自

身

は

業

務

遂

行

に

必

要

な

判

断

を

独

立

し

て

行

っ

て

い

た

。

ま

た

、

自

身

が

所

有

す

る

パ

ソ

コ

ン

等

を

本

件

部

署

に

持

ち

込

み

本

件

判

定

業

務

に

使

用

す

る

ほ

か

、

社

会

保

険

料

や

交

通

費

を

自

身

で

負

担

し

て

い

た

。

　

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

、

本

件

各

収

入

に

係

る

所

得

は

事

業

所

得

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

自

身

の

肩

書

が

本

件

法

人

の

一

部

署

で

あ

る

本

件

部

署

の

本

部

長

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

、

そ

の

よ

う

な

肩

書

は

通

常

、

法

人

の

従

業

員

に

付

さ

れ

る

肩

書

で

、

本

件

法

人

か

ら

独

立

し

て

業

務

を

請

け

負

う

者

に

対

し

て

付

さ

れ

る

と

は

考

え

難

い

。

ま

た

、

請

求

人

は

本

件

判

定

業

務

を

行

う

と

と

も

に

取

締

役

会

で

議

決

権

を

行

使

し

、

本

件

法

人

は

本

件

各

収

入

を

給

与

と

し

て

源

泉

徴

収

に

係

る

経

理

お

よ

び

事

務

を

行

っ

て

い

た

。

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

と

本

件

法

人

と

の

間

に

は

従

業

員

と

し

て

の

雇

用

契

約

お

よ

び

取

締

役

と

し

て

の

委

任

契

約

が

成

立

し

て

い

た

と

認

め

ら

れ

る

。

　

そ

し

て

、

請

求

人

は

本

件

法

人

の

建

物

で

、

内

部

規

定

に

定

め

る

業

務

時

間

に

本

件

判

定

業

務

を

行

っ

て

お

り

、

本

件

法

人

の

指

揮

命

令

下

で

、

空

間

的

、

時

間

的

な

拘

束

を

受

け

て

い

た

と

認

め

ら

れ

る

ほ

か

、

本

件

各

収

入

は

本

件

判

定

業

務

の

成

果

に

か

か

わ

ら

ず

毎

月

定

額

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

報

酬

面

で

の

リ

ス

ク

を

負

担

し

て

い

た

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

請

求

人

は

自

己

の

計

算

と

危

険

に

よ

っ

て

本

件

判

定

業

務

を

行

っ

て

い

た

と

は

い

え

な

い

。

　

そ

う

す

る

と

、

本

件

各

収

入

に

係

る

所

得

は

、

事

業

所

得

に

該

当

せ

ず

、

給

与

所

得

に

該

当

す

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

は

じ

め

に

大

綱

に

盛

り

込

ま

れ

た

個

人

所

得

課

税

関

係

の

改

正

の

全

体

像

を

示

し

た

上

で

、

次

回

以

降

、

個

々

の

改

正

の

内

容

に

つ

い

て

説

明

す

る

。

　

ま

ず

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

か

ら

積

み

残

し

の

課

題

と

な

っ

て

い

た

、

い

わ

ゆ

る

「

１

０

３

万

円

（

６

年

分

ま

で

１

０

３

万

円

だ

っ

た

所

得

税

の

課

税

最

低

限

）

の

壁

」

の

引

上

げ

に

つ

い

て

は

、

基

礎

控

除

と

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

に

よ

り

、

所

得

税

の

課

税

最

低

限

を

７

年

分

の

水

準

よ

り

�

万

円

高

い

１

７

８

万

円

と

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

個

人

住

民

税

所

得

割

の

課

税

最

低

限

は

８

年

度

分

よ

り

も

９

万

円

高

い

１

１

９

万

円

と

す

る

。

あ

わ

せ

て

基

礎

控

除

と

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

物

価

に

連

動

し

て

引

き

上

げ

る

仕

組

み

を

創

設

し

、

２

年

ご

と

に

見

直

す

こ

と

と

し

た

。

　

物

価

の

上

昇

を

受

け

て

、

企

業

の

食

事

支

給

に

係

る

所

得

税

非

課

税

限

度

額

や

マ

イ

カ

ー

通

勤

に

係

る

通

勤

手

当

の

所

得

税

非

課

税

限

度

額

も

見

直

す

。

　

他

方

、

高

額

所

得

者

に

は

厳

し

い

改

正

が

行

わ

れ

る

。

５

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

、

７

年

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

が

見

直

さ

れ

、

現

行

で

は

課

税

実

績

に

当

て

は

め

た

場

合

に

追

加

負

担

が

生

じ

る

平

均

的

な

所

得

水

準

が

�

億

円

程

度

と

さ

れ

て

い

る

同

措

置

の

適

用

対

象

を

、

同

６

億

円

程

度

に

ま

で

引

き

下

げ

る

と

と

も

に

、

適

用

税

率

を

�

・

５

％

か

ら

�

％

に

引

き

上

げ

る

。

　

ま

た

、

現

行

の

「

ふ

る

さ

と

納

税

」

は

個

人

住

民

税

の

特

例

控

除

額

に

上

限

が

な

い

た

め

、

高

額

所

得

者

に

と

っ

て

よ

り

魅

力

的

な

制

度

と

な

っ

て

い

る

が

、

特

例

控

除

額

は

１

９

３

万

円

を

上

限

と

す

る

。

給

与

収

入

で

１

億

円

相

当

の

人

か

ら

対

象

と

な

る

。

　

一

定

の

暗

号

資

産

取

引

に

よ

り

生

じ

た

所

得

に

対

し

て

分

離

課

税

（

所

得

税

�

％

、

個

人

住

民

税

５

％

）

を

導

入

す

る

方

針

も

盛

り

込

ま

れ

た

。

同

所

得

は

こ

れ

ま

で

、

原

則

と

し

て

雑

所

得

に

区

分

さ

れ

、

総

合

課

税

の

対

象

と

な

り

、

税

率

は

所

得

税

と

住

民

税

あ

わ

せ

て

最

高

で

�

％

と

な

っ

て

い

た

。

分

離

課

税

の

導

入

に

よ

り

、

国

内

で

の

暗

号

資

産

取

引

が

よ

り

活

発

に

な

る

可

能

性

が

あ

る

。

　

同

じ

く

投

資

関

係

で

は

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

つ

み

た

て

投

資

枠

の

対

象

年

齢

が

見

直

さ

れ

、

非

課

税

投

資

枠

や

運

用

管

理

は

�

歳

以

上

と

一

部

異

な

る

も

の

の

、

こ

れ

ま

で

対

象

外

だ

っ

た

０

～

�

歳

も

利

用

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

。

他

方

、

教

育

資

金

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

非

課

税

措

置

は

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

や

教

育

無

償

化

等

の

拡

充

、

利

用

実

態

な

ど

を

踏

ま

え

て

、

８

年

３

月

末

の

適

用

期

限

を

も

っ

て

終

了

す

る

。

海外 国内

留守宅手当

の課否　　

滞在

海外法人

の仕事　

滞在

国内法人

の仕事　

海外出向者

○ ○ 否

○ ○ 課

○ ○ テレワーク否

○ ○ テレワーク課

　海外出向勤務者が日本の出向元法人

本社で開催する会議に出席することに

よる出向元法人支給の「留守宅手当」

について、会議出席のための日本滞在

期間に相当する留守宅手当は「国内源

泉所得」として、非居住者に対する所

得税率��２％を課税する。これを税

務調査で指摘された事例が多々あるか

と思います。　

　この課税のロジックは、留守宅手当

は海外勤務者に対する国内払い給与手

当ですが、海外勤務に基因するもので

あるので国外源泉所得に当たります。

しかし、一時帰国して国内での会議に

参加すると留守宅手当分のうち国内勤

務相当額は国内源泉所得に当たるとす

るものです。

　「勤務」についてＡＩに回答を求め

ると、「会社などに勤めて働くこと、仕

事をする行為全般」を意味していると

あります。このことからは、仕事の内

容が重要な判断基準と考えますが、税

務判断の１つの現われとして、２０２０年

�月�日付国税庁の「国税における新

型コロナウイルス感染症拡大防止への

対応と申告や納税などの当面の税務上

の取扱いに関するＦＡＱ」があります。

　例えば、国外においてリモートワー

クで国内の仕事をしていたら、「国内

において行った勤務の期間」に当たる

のか否かといった疑問です。この回答

がＦＡＱの中で、「国内において行う

勤務」とは、その勤務している従業員

が物理的に所在する場所が国内であれ

ば国内において行う勤務に当たり「国

内源泉所得」に該当し、国外でリモー

トワークにより国内の出向元の仕事を

したら、国外における勤務に当たり「国

外源泉所得」に該当すると例示されて

います。

　このことから、勤務提供の仕事の内

容が判断のポイントではなく、どこで

勤務を提供しているか、国外での提供

か国内での提供かが判断のポイントで

あることを示しています（図表参照）。

であるなら、所基通１６１－�で分母を

「給与等の計算の基礎となった期間」、

分子に「国内において行った勤務の期

間」を「国内滞在期間」と記されない

のかです。

　ところで、「国際源泉の税務」（冨永

賢一著、大蔵財務協会刊）１６４頁で、

非永住者の海外出張期間中に支払う給

与の問いに「海外出張期間中に支払う

給与は、一時的に本来の勤務地（日本）

を離れて、勤務地外（国外）において勤

務するものであって、その給与の源泉

は、本来勤務する場所（日本）にあると

認められる」と判断しています。日本

に海外出張で一

時帰国し出向先

法人の立場で会

議に出席してい

ると解すると、

前述の留守宅手

当の課税は？

これも、「勤務」

の税務上の定義

が明確でないこ

とからくる不思

議です。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

２

月

�

日

か

ら

始

ま

る

令

和

７

年

分

の

所

得

税

等

確

定

申

告

を

前

に

、

東

京

国

税

局

の

小

宮

敦

史

局

長

＝

写

真

＝

が

税

の

し

る

べ

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

に

応

じ

た

。

小

宮

局

長

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

や

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

し

た

申

告

の

推

進

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

（

電

子

版

で

は

、

詳

細

版

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

―

―

令

和

７

年

分

確

定

申

告

の

運

営

方

針

に

つ

い

て

　

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

当

た

っ

て

は

、

昨

年

に

引

き

続

き

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

自

宅

等

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

　

こ

れ

は

、

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

が

税

務

署

に

行

か

ず

に

で

き

る

と

い

う

納

税

者

の

利

便

性

向

上

を

目

的

と

し

た

も

の

で

す

。

　

実

際

に

、

確

定

申

告

を

さ

れ

た

方

の

約

４

人

に

３

人

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

、

確

定

申

告

会

場

へ

来

場

し

て

申

告

さ

れ

た

方

は

全

体

の

約

１

割

と

年

々

減

少

し

て

お

り

ま

す

。

　

な

お

、

確

定

申

告

会

場

に

来

場

さ

れ

る

場

合

は

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

ア

プ

リ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

を

お

願

い

し

ま

す

。

こ

ち

ら

に

つ

い

て

も

、

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

を

す

る

こ

と

で

、

比

較

的

待

ち

時

間

が

少

な

く

会

場

へ

入

場

す

る

こ

と

が

で

き

、

納

税

者

の

利

便

性

向

上

に

資

す

る

も

の

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

ア

プ

リ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

は

、

国

税

庁

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

公

式

ア

カ

ウ

ン

ト

を

「

友

だ

ち

追

加

」

し

て

い

た

だ

く

こ

と

で

ご

利

用

い

た

だ

け

ま

す

。

　

―

―

今

年

の

確

定

申

告

の

ポ

イ

ン

ト

に

つ

い

て

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

申

告

は

、

年

々

そ

の

利

便

性

が

向

上

し

て

い

ま

す

。

　

令

和

８

年

１

月

か

ら

は

、

生

命

保

険

契

約

等

の

一

時

金

等

の

支

払

調

書

や

、

ふ

る

さ

と

納

税

以

外

の

一

部

の

寄

付

金

な

ど

も

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

に

追

加

さ

れ

ま

し

た

。

　

ま

た

、

ス

マ

ホ

を

利

用

し

て

申

告

さ

れ

る

場

合

、

令

和

８

年

１

月

か

ら

、

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

端

末

に

加

え

、

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

へ

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

搭

載

が

可

能

と

な

り

ま

す

。

こ

れ

に

よ

り

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

ス

マ

ホ

で

読

み

取

る

こ

と

な

く

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

へ

の

ロ

グ

イ

ン

や

署

名

が

可

能

と

な

り

、

よ

り

ス

ム

ー

ズ

に

申

告

い

た

だ

け

ま

す

の

で

、

是

非

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

　

さ

ら

に

、

昨

年

�

月

か

ら

Ｉ

Ｄ

・

パ

ス

ワ

ー

ド

方

式

で

使

用

す

る

Ｉ

Ｄ

・

パ

ス

ワ

ー

ド

の

新

規

発

行

が

停

止

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

か

ら

も

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

申

告

を

お

勧

め

し

ま

す

。

　

他

方

で

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

運

用

は

平

成

�

年

に

開

始

さ

れ

ま

し

た

が

、

運

用

初

年

度

に

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

取

得

さ

れ

た

方

の

中

に

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

本

体

の

有

効

期

限

（

�

年

）

が

切

れ

て

い

る

方

が

い

ら

っ

し

ゃ

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

　

ま

た

、

令

和

２

年

に

開

始

さ

れ

た

マ

イ

ナ

ポ

イ

ン

ト

事

業

を

契

機

と

し

て

カ

ー

ド

を

初

め

て

取

得

さ

れ

た

方

に

お

か

れ

ま

し

て

も

、

電

子

証

明

書

の

有

効

期

限

（

５

年

）

が

切

れ

て

い

る

方

が

い

ら

っ

し

ゃ

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

ご

利

用

に

当

た

っ

て

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

本

体

及

び

電

子

証

明

書

の

有

効

期

限

に

ご

注

意

い

た

だ

く

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

　

―

―

特

に

力

を

入

れ

て

い

る

取

組

み

に

つ

い

て

　

確

定

申

告

に

関

し

て

は

、

や

は

り

、

自

宅

等

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

た

申

告

の

推

進

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

こ

れ

ま

で

、

確

定

申

告

会

場

に

は

、

毎

年

、

給

与

所

得

者

や

年

金

所

得

者

で

、

医

療

費

や

ふ

る

さ

と

納

税

に

関

す

る

還

付

申

告

の

み

の

比

較

的

シ

ン

プ

ル

な

手

続

を

さ

れ

る

方

も

多

数

ご

来

場

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

累

次

の

機

能

改

善

の

結

果

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

が

と

て

も

使

い

や

す

く

な

っ

て

お

り

、

還

付

申

告

は

、

わ

ざ

わ

ざ

ご

来

場

い

た

だ

き

相

談

を

し

な

く

て

も

、

自

宅

か

ら

簡

単

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

の

で

、

ぜ

ひ

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

　

そ

の

た

め

に

も

、

確

定

申

告

会

場

に

来

場

さ

れ

た

方

に

、

「

自

分

で

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

き

る

」

こ

と

を

実

感

し

て

い

た

だ

く

た

め

、

ま

ず

は

、

身

近

な

デ

バ

イ

ス

で

あ

る

ご

自

身

の

ス

マ

ホ

を

利

用

し

た

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

で

の

申

告

の

案

内

を

す

る

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

経

験

を

踏

ま

え

、

来

年

以

降

は

、

ぜ

ひ

、

ご

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

申

告

を

ご

利

用

い

た

だ

き

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

納

付

に

つ

い

て

も

、

振

替

納

税

や

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

を

は

じ

め

と

す

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

が

大

変

便

利

で

す

の

で

、

積

極

的

な

利

用

を

ご

案

内

す

る

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。

特

に

、

振

替

納

税

は

、

一

度

申

込

み

を

す

れ

ば

次

回

以

降

も

利

用

可

能

で

す

の

で

、

ぜ

ひ

ご

利

用

い

た

だ

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

こ

れ

か

ら

振

替

納

税

を

始

め

よ

う

と

お

考

え

の

方

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

オ

ン

ラ

イ

ン

で

申

込

み

を

す

る

と

、

金

融

機

関

の

届

出

印

も

不

要

で

す

の

で

、

ぜ

ひ

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

　

ま

た

、

給

与

等

の

支

払

が

あ

る

事

業

者

の

皆

様

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

源

泉

所

得

税

の

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

が

大

変

便

利

で

す

の

で

、

ぜ

ひ

ご

利

用

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

―

―

確

定

申

告

会

場

の

開

設

期

間

、

会

場

予

約

な

ど

に

つ

い

て　

確

定

申

告

会

場

の

開

設

期

間

は

、

２

月

�

日

か

ら

３

月

�

日

で

す

。

会

場

へ

の

入

場

に

は

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

ア

プ

リ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

な

お

、

今

年

は

多

く

の

署

の

会

場

に

変

更

が

あ

り

ま

す

の

で

、

事

前

に

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

会

場

所

在

地

等

の

ご

確

認

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

ま

た

、

会

場

は

、

原

則

と

し

て

土

、

日

、

祝

日

は

開

い

て

お

り

ま

せ

ん

が

、

一

部

の

会

場

で

は

、

３

月

１

日

（

日

）

に

限

り

、

申

告

相

談

や

申

告

書

の

収

受

を

行

い

ま

す

。

　

福

岡

国

税

局

の

小

澤

研

也

局

長

は

こ

の

ほ

ど

、

長

崎

市

の

長

崎

大

学

で

経

済

学

部

の

２

、

３

年

生

約

�

人

を

対

象

に

「

今

日

の

税

務

行

政

と

将

来

像

」

と

題

し

て

講

演

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

将

来

を

担

う

大

学

生

に

租

税

の

役

割

や

適

正

・

公

平

な

課

税

に

向

け

た

国

税

庁

の

取

り

組

み

を

知

っ

て

も

ら

い

、

財

政

や

税

制

へ

の

理

解

を

深

め

て

も

ら

お

う

と

実

施

さ

れ

た

も

の

。

　

小

澤

局

長

は

、

日

本

の

財

政

の

現

状

と

税

務

行

政

の

課

題

に

つ

い

て

、

自

身

の

経

歴

を

交

え

な

が

ら

説

明

。

一

般

会

計

の

歳

入

と

歳

出

の

推

移

が

「

ワ

ニ

の

口

」

に

例

え

ら

れ

る

こ

と

な

ど

を

示

し

な

が

ら

、

財

政

健

全

化

の

必

要

性

を

語

っ

た

。

ま

た

、

国

税

庁

の

使

命

実

現

に

向

け

て

進

め

て

い

る

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

に

つ

い

て

も

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

。

　

続

い

て

、

国

税

職

員

の

仕

事

内

容

や

研

修

制

度

、

働

き

や

す

い

職

場

環

境

が

整

っ

て

い

る

点

な

ど

組

織

の

魅

力

を

紹

介

す

る

と

と

も

に

、

国

税

専

門

官

の

募

集

に

つ

い

て

も

案

内

し

た

。

　

高

松

国

税

局

の

石

原

広

一

徴

収

部

長

は

こ

の

ほ

ど

、

松

山

大

学

で

、

経

営

学

部

会

計

コ

ー

ス

で

税

制

を

学

ぶ

大

学

生

（

２

～

４

年

生

）

約

�

人

を

対

象

に

「

国

税

の

組

織

」

と

題

し

て

講

演

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

石

原

徴

収

部

長

は

、

税

務

署

の

部

署

ご

と

の

業

務

内

容

や

適

正

・

公

平

な

賦

課

お

よ

び

徴

収

の

実

現

に

向

け

て

、

調

査

に

お

い

て

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

事

項

、

滞

納

の

未

然

防

止

・

整

理

促

進

へ

の

取

組

な

ど

を

紹

介

し

た

。

　

講

演

の

後

半

は

、

同

大

学

出

身

の

松

山

税

務

署

の

職

員

４

人

も

参

加

し

、

担

当

業

務

に

つ

い

て

そ

れ

ぞ

れ

の

経

験

を

も

と

に

分

か

り

や

す

く

説

明

し

た

ほ

か

、

職

場

環

境

な

ど

に

つ

い

て

も

紹

介

し

た

。

学

生

か

ら

は

滞

納

整

理

や

確

定

申

告

事

務

、

職

場

に

お

け

る

Ｗ

Ｌ

Ｂ

な

ど

、

予

定

時

間

を

上

回

っ

て

様

々

な

質

問

が

あ

り

、

国

税

の

職

場

へ

の

理

解

を

深

め

た

よ

う

で

あ

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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